
議
第
百
四
十
七
号

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
三
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
条
例

（
設
置
）

第
一
条

関
ケ
原
の
戦
い
の
歴
史
を
伝
え
る
こ
と
及
び
関
ケ
原
古
戦
場
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
ケ

原
古
戦
場
を
核
と
し
た
広
域
観
光
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
関
ケ
原
町
に
岐

阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
（
以
下
「
記
念
館
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
事
業
）

第
二
条

記
念
館
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

一

関
ケ
原
の
戦
い
に
関
す
る
理
解
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

関
ケ
原
の
戦
い
に
関
す
る
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

関
ケ
原
古
戦
場
の
魅
力
の
発
信
に
関
す
る
こ
と
。

四

記
念
館
を
利
用
す
る
者
へ
の
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
記
念
館
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
。

（
入
館
料
）

第
三
条

記
念
館
の
展
示
室
等
に
入
室
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
に
掲
げ
る
額
の
入
館
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

入
館
料
は
、
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３

納
入
し
た
入
館
料
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
公
益
上
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
入
館
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
遵
守
義
務
）

第
四
条

記
念
館
を
利
用
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

記
念
館
の
施
設
、
設
備
、
資
料
等
を
毀
損
し
、
又
は
汚
損
し
な
い
こ
と
。
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二

他
人
に
危
害
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

三

他
人
に
危
害
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
物
を
携
帯
し
な
い
こ
と
。

四

物
品
を
陳
列
し
、
若
し
く
は
販
売
し
、
又
は
広
告
等
を
配
布
し
な
い
こ
と
。

五

火
気
又
は
危
険
物
を
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
。

六

記
念
館
の
資
料
の
撮
影
、
模
写
、
模
造
等
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
指
示
す
る
事
項

２

知
事
は
、
記
念
館
を
利
用
す
る
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
を
し
て
そ
の
行
為
を
や

め
る
こ
と
を
指
示
さ
せ
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
記
念
館
か
ら
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
協
議
会
）

第
五
条

記
念
館
の
運
営
に
関
し
知
事
の
諮
問
に
応
ず
る
と
と
も
に
、
知
事
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
機
関
と
し

て
、
岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

第
六
条

協
議
会
は
、
委
員
九
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
観
光
振
興
に
携
わ
る
者
そ
の
他
知
事
が
記
念
館
の
運
営
に
資
す
る
と
認
め

る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任
命
す
る
。

３

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
七
条

協
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
う
ち
か
ら
互
選
す
る
。

２

会
長
は
、
協
議
会
の
会
務
を
総
理
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
の
指
定
す
る
委
員
が
そ
の
職

務
を
代
理
す
る
。

第
八
条

協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２

協
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
過
料
）

第
九
条

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
去
の
命
令
に
従
わ
な
い
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
委
任
）

第
十
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

区

分

金

額

（

一

人

に

つ

き

）
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高
等
学
校
の
生
徒
、

個
人

三
〇
〇
円
（
一
年
を
通
じ
て
利
用
す
る
場
合

大
学
の
学
生
及
び
こ

は
、
八
〇
〇
円
）

れ
ら
に
準
ず
る
者

団
体
（
二
〇
人
以
上
に
限
る
。
）

二
四
〇
円

そ
の
他
の
者

個
人

五
〇
〇
円
（
一
年
を
通
じ
て
利
用
す
る
場
合

は
、
一
、
二
〇
〇
円
）

団
体
（
二
〇
人
以
上
に
限
る
。
）

四
〇
〇
円

備
考一

特
別
の
企
画
に
よ
り
記
念
館
の
資
料
を
展
示
す
る
期
間
の
入
館
料
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
一
人
に
つ
き
千
五
百
円
の
範
囲
内
で
知
事
が
そ
の
都
度
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。

二

次
に
掲
げ
る
者
の
入
館
料
は
、
こ
の
表
及
び
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
料
と
す
る
。

イ

幼
児
、
小
学
校
の
児
童
、
中
学
校
の
生
徒
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

ロ

文
化
の
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
文
化
の
日
を
い
う
。
）
に
記
念
館
の
展
示
室
等
に
入
室
す
る
者

提

案

説

明

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う

と
す
る
。
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